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●スケッチブックの会作品展/11月28日（日）まで
午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）/八
幡市民談話室/同会/☎378-6035中原
●耐震改修とバリアフリー/12月4日（土）午後1時
30分～4時15分/市川教育会館/1,000円（資料代）
/住まいづくりフォーラム/☎373-4636大竹（昼間）

パソコンで兎年賀状/12月7日（火）午前9時
30分～11時30分/いちかわ情報プラザ2Fプラザ
PC教室内/3,000円/いちかわライフネットワーククラ
ブ/☎314-0811吉田(昼間)
●ビーズでクリスマスリース/12月7日（火）午前
10時～午後0時30分/市川公民館/700円（材料費
込み）/子供クラブ母の会ビーズ/☎321-0016木村

生ゴミ堆肥化ボカシ実習会/12月9日（木）午
後2時～4時/市民会館/300円/Re-いちかわ/☎
334-7079衣川

朝市会「感謝デー」開催/12月11日（土）午前
10時～午後3時/JA市川行徳支店駐車場/新鮮・
安全「朝市会」/☎090-4749-6051村越
●くりすますミュージカル/12月11日（土）午後3
時～3時45分/勤労福祉センター/200円/劇団ジン
バブエ/☎090-3108-8060山中（夜間）
●クリスマスダンスパーティ/12月12日（日）午後
3時30分～7時40分/南行徳市民センター/500円
/ボールルームジルコン/☎396-5229向井

語学・教育
●海外旅行で役立つ英会話/月3回土曜日午前9
時～正午/男女共同参画センター/月3,000円（教材
費別）/アニーズ英会話/☎090-9854-2041村越
●英会話初級/第1･3土曜日午後2時～3時30分
/中央公民館菅野分館/月2,000円/楽･旅英会話
/☎323-2457有岡
●英会話（子供連れ可）/月2回火曜日他午前10

時30分～正午/信篤公民館/1回1,000円/マミー
ズ･イングリッシュ/☎080-5428-8075高田

スポーツ・健康
●健康テニス60歳以上初級/月8～10回月、金
曜日午後1時～5時/菅野終末処理場テニスコート
他/入会金1,000円、年8,000円/テニス夢クラブ/
☎337-6270福田
●ヨガ（子供連れも可）/月3回月曜日午前10時
40分～正午/西部公民館/1回700円/リリーヨガ
サークル/☎371-0658猪股（夜間）
●練功（中国気功整体体操）/第2･4木曜日午後2
時～3時45分/I-linkホール/1回500円/市川練功
の会/☎321-0595小島
●楊名時太極拳/毎週木曜日午後1時30分～3
時30分/勤労福祉センター/入会金2,000円、月
3,000円/市川市楊名時太極拳同好会/☎338−
8305宗俊
●健康吹矢/毎週火曜日午後3時～5時30分/信
篤公民館/入会金1,000円、月1,000円/吹矢･雅･
信篤/☎356-9935下﨑

舞踊・ダンス
●社交ダンス（初級、中級）/月3回月曜日午
後7時～8時30分/市川公民館/入会金1,000
円、月2,000円/ガーベラ･ダンスサークル/☎
090-4845-6074矢島（夜間）
●社交ダンス/月3回木曜日午後1時～4時/男女
共同参画センター/入会金1,000円、月2,000円/す
ずらん/☎333-3150小牧
●社交ダンス/月4回木曜日午前10時～正午/勤
労福祉センター分館/入会金1,000円、月3,000円/
リリーダンス/☎373-5244安納
●フラダンス/月8回毎週月･木曜日午後7時～8時
45分/南行徳市民談話室/1回1,000円/Hulaサーク
ルpili aloha/☎080-2267-4817宮本（夜間）

書道・絵画
●絵画サークル（一般）/毎週金曜日午後1時～4
時30分/西部公民館/入会金1,000円、月4,000円
/絵画四季/☎322-5659星

その他
●川柳/第3金曜日午前10時～午後1時/鬼高公
民館/月1,000円/鬼高川柳会/☎332-3618羽島

（昼間）
●囲碁対局および親睦/毎週火～日曜日午後1時
～4時/いきいきセンター市川/半年2,000円/囲碁
同好会/☎372-0937田中
●囲碁（初段をめざす方）/毎週土曜日午後0時30
分～5時/市川駅南公民館/入会金1,000円、月500
円/駅南囲碁クラブ/☎334-3765峯山（夜間）
●将棋指導対局/毎週火～日曜日午後1時～4時
/月100円/いきいきセンター市川/将棋同好会/☎
377-0577秋山
●将棋（60歳以上）/月曜日･祝日以外毎日午後1
時～4時30分/勤労福祉センター分館いきいきセン
ター分館/月100円/市川棋楽会/☎379-4967鹿野
●カルトナージュとプリザ/第2･4火曜日午前9
時45分～正午/行徳文化ホールI&I/1回4,300円
～/アリアンナ スタイル/☎090-8100-2909山崎
●シルクフラワー教室/第1火曜日午前10時～
正午/急病診療ふれあいセンター集会室/入会金
2,000円、月5,000円（レッスン料、花材費込み）/
Rose Story/☎376-4869中尾（昼間）
●きつけ/第2･4水曜日午前10時～正午/中央公
民館/月1,500円（その他150円）/清泉クラブ/☎
336-7876塩谷
●着物着付教室/月3回木曜日午前10時～午後
9時の間で2時間/文化会館/入会金2,000円、月
2,700円/雅び会/☎377-1552山本

…1％支援制度の支援対象事業
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やってみよう
仲間募集〜趣味・交流

このコーナーは2週号・4週号に掲載しています。

①同一団体の掲載回数は「仲間募集」と「講
習会・講演会、イベント」を合わせて同一年
度2回（平成22年4月2週号から平成23年
3月4週号）までです。 

②2回目の受け付けは初回掲載後になります。
③仲間募集は受け付け順で掲載します。
④申し込みは、タイトル欄に12マスの文字区切

りがある「市民の広場掲載依頼書」を使用
してください（広報広聴担当または公共施設
に設置）。 

⑤掲載内容は、広報いちかわの基準により簡
潔に編集したものを掲載します（旧字などは
常用漢字で表記）。 

⑥講習・講座、イベントなど日時の定まっている
原稿の締め切りは、発行日23日前の木曜日
まで（必着）です。 

⑦1回の掲載で、複数の行事の案内を掲載す
ることはできません。 

⑧利用施設名は1カ所のみ記載。2カ所以上
の場合は　『他』と記載になります（時間帯
も同様）。

⑨政治・宗教・営利活動が類推されるもの及び
その様な活動団体は掲載できません。 

⑩市内の公共施設を利用していることが原則
です。

⑪連絡先は必ず掲載します。
⑫「市民の広場掲載依頼書」には、利用施設

の確認印が必要です。

「市民の広場」掲載の注意事項

【10月分・敬称略】
●市川市

（金員）◎匿名1件（100,000円）
●市川市社会福祉協議会

（金員）◎ＩＣＡ（200,000円）◎大野町三丁目自治
会（15,600円）◎岡野正由（5,000円）◎孝葉会

（100,000円）◎佐々木清（2,000円）◎白ゆり婦人

会（30,681円）◎進藤幸子（3,000円）◎曽谷公民館
文化祭カエルDEチャリティー協力者（8,300円）◎出
会えてよかった楽しい仲間の工芸会（20,000円）◎本
行徳公民館利用者協議会（10,000円）◎麺場田所
商店（50,400円）◎八幡南口町会婦人部（10,000
円）◎匿名1件（1,130円）

（物品）◎萩原久枝◎匿名1件
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365日 平日夜間も小児科外来医が待機

　

  

JCN市川（CATV）
アナログ9ch

11ch
 〈広報広聴担当〉

デジタル 「マイタウンいちかわ」
「マイタウンいちかわ」のバックナンバーは、市のホームページ「インターネット放送局」でご覧になれます。

10：00 12：30
19:00 22：00

文化の街角 「開館5周年特別展 東山魁夷《晩照》
《光昏》とその時代」

11月27日（土）〜12月3日（金）放送
時間 特集

ｅ-モニター制度に登録を

◎パソコンから………http://www.e-moni.city.ichikawa.chiba.jp
◎携帯電話から……em@e-moni.city.ichikawa.chiba.jp
　に空メールを送信し、返信されたURLにアクセス

☎334-1106 ｅモニ事務局 （広報広聴担当内）

　インターネットや電子メールを活用することで、登録者の皆さんへアンケート
や情報を発信して、市民の声を市政に反映するコミュニケーション制度です。
　2010年10月末現在の会員数は5,147人です。

16歳以上で、インターネット及び電子メール（携帯電話を
含む）の使用が可能な方

QRコード対応携帯
電話はこちらから

登録方法

☎３２０-３９７２廃棄物対策担当
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